
呉市告示第２９４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により，広古新

開７丁目，広古新開８丁目及び広古新開９丁目の区域で，別紙変更調書のとおり町

の区域を変更しましたので，同条第２項の規定により告示します。 

 なお，この町の区域の変更の効力は，土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）による広島圏都市計画事業古新開土地区画整理事業の施行地区における土地区

画整理法第１０３条第４項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から生ず

るものとします。 

 

平成２８年８月１２日 

 

               呉市長  小 村 和 年         



 

 

変更調書  

 

 次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる町の区域に変更する。 

左               欄 右    欄 

町 地番（平成２８年８月１日現在） 町 

広古新開

８丁目  

２９７の１の一部，２９７の２の一部，２９７の３，２

９９の１から２９９の３まで，３００の１，３００の

２，３００の４の一部，３０１の１の一部，３０２の１

の一部，３０３の１の一部，３０３の２の一部，３０４

から３０７まで，３０８の１，３０８の２の一部，３０

９の１の一部，３０９の２の一部，３０９の４の一部，

３０９の５の一部，３０９の６の一部，３０９の７から

３０９の９まで，３９１の一部，３９２の１，３９２の

２，３９３の２の一部，３９４の３の一部，３９５，３

９６の１，３９６の２，３９７の１，３９７の２，３９

８の１，３９８の２，３９９の１，３９９の２，４００

の１，４００の２，４０１，４０２の１，４０２の２，

４０３の１，４０３の２，４０４の１から４０４の３ま

で，４０５の１，４０５の２，４０６の１から４０６の

５まで，４０７の１，４０７の２の一部，４０７の３，

４０９の１の一部，４０９の２の一部，４６２の一部，

４６３の一部，４６４，４６５の１，４６５の２，４６

６，４６７の１，４６７の２，４６８の１から４６８の

６まで，４６９，４７０の１から４７０の３まで，４７

１の１，４７１の２，４７２の１，４７２の２，４７

４，４７５，４７６の１から４７６の５まで，４８０の

１，４８０の２  

広古新開

７丁目  

広古新開

７丁目  

２９６の一部  

広古新開

８丁目  広古新開

９丁目  

１６２の１の一部，１６２の２の一部，１６２の６の一

部，１６２の１０の一部，１６２の１１の一部，１６３

の１の一部，１６３の３の一部，２４５の一部，２４６

の一部，２４７の一部，２４９の１の一部，２４９の２

の一部，２４９の３の一部，２４９の７の一部，２５０

の一部，２５３の１の一部，２８８の３の一部，２８８

の６の一部，２８８の７  

広古新開

８丁目  

３４６の１の一部，３５２の一部，３５３の一部，３５

９の１の一部，３５９の２の一部，３５９の４の一部  広古新開

９丁目  広弁天橋

町  

１の１２４の一部，１５０の７の一部  



 

 

左               欄 右    欄 

町 地番（平成２８年８月１日現在） 町 

広古新開

９丁目  

１４８の１の一部，１４８の６の一部，１４８の７の一

部，１４９の１の一部，１４９の３の一部，１５０の１

の一部，１５０の４の一部，１５０の６の一部，１５０

の１３の一部，１８７の２の一部，１８８の２の一部，

１８８の７の一部，１８８の８の一部，１８８の９の一

部，１８８の１１の一部，１９４の２の一部，１９８の

１の一部，１９８の５の一部，１９８の６の一部，１９

８の７の一部，１９８の９の一部，１９８の１０の一

部，２７５の１の一部  

広弁天橋

町  

 上の表の左欄の区域には，これらの区域に隣接介在する道路及び水路である国有

地及び市有地の全部を含む。  

 


